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1. 秘書広報課を新設
　人事課から秘書業務を分離し、広報課と統合した秘書広
報課を設置しました。

2. 上下水道部の業務課と水道課を統合
　水道事業を円滑に行うため、業務課と水道課を統合し、
水道課としました。

3. その他係の統合
　その他事務の効率化のため、係の変更も行いました。

主 な 変 更 点

1 階

選挙管理委
員会事務局

長寿介護課税務課

5 6

7

会計課

1

住民保険課健康福祉課

こども未来課 24 3

地域包括
支援センター

※

04広報たわらもと　2018.05

町役場からの最新ニュースをお届け
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主 な 変 更 点

本庁舎内の配置図

3 階

議会事務局

14-2

総務課
法務文書係
システム情報係

4 月 1 日から

町役場の組織が変わりました
　4月 1日から、町役場の組織が一部変更になりました。今
回の見直しは、町民の皆さんにより良い行政サービスを効率的
に提供できるよう既存の課及び係の再編統廃合を行うもので、
変更点は以下のとおりです。

問　人事課 ☎ 34-2056

副町長に住井康典氏
が就任しました
　3月 5日から開かれた、平成 30年田原本町
議会「第 1回定例会」の本会議で、副町長の
選任について同意を求める議案が提出されまし
た。その結果、住井康典氏が町議会の同意を得
て、副町長に選任されました。任期は、4月 1
日から 4�年間です。

住
す み い

井康
やすのり

典氏

　昭和 32年 4月 3日生
ま れ。61 歳。 昭 和 55
年に入庁。産業観光課長
や総合政策課長、広報課
長、町長公室次長などを
歴任。

経歴
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のぞいてみよう

道の駅「レスティ 唐古・鍵」
　4月に道の駅「レスティ�唐古・鍵」が、唐古・鍵遺跡史
跡公園の向かいにオープンしました。「県中南和地域の歴史
文化観光の総合玄関口」として情報を発信します。
　今月号では、道の駅の中をエリアごとに紹介します。

大和青垣・二上山の眺望や史跡公園を一望でき
る展望エリア。田原本の豊かな景観を眺めるこ
とができます。

3F 展望エリア
田原本の豊かな景観を望む

屋外テラスと吹き抜け空間に面した飲食店では、
キッズコーナーなどを設けて、全ての来訪者が
気軽に休憩でき、癒やしを感じることができま
す。また、多目的室では土器作りなど弥生時代
の体験学習ができます。

2F 体験エリア
多彩な教室や食を楽しむ

地元の新鮮な野菜や特産品の販売店、簡易的な
飲食店が並び、にぎわいを創出。観光情報を提
供し、田原本町を広く PRしていきます。

1F 交流エリア
史跡公園への期待を高める

問　道の駅「レスティ�唐古・鍵」☎ 33-9170

マンホールカードを配布しています
　本町のマンホールカードを下水道
広報プラットホーム（GKP）�と共同
制作し、道の駅「レスティ�唐古・鍵」
で配布しています。（無料）
　マンホールカードとは、下水道事
業を身近に感じていただくことを目
的に発行されているコレクション
カードです。今回、第 7弾で 49 自
治体 49 種類が追加され、累計 301
自治体 342 種類が発行されていま
す。マンホールカードを手に取り、
少し下を向きながら町内を散策してみませんか。
配布開始日　4 月 28 日㈯～
配布場所　 道の駅「レスティ�唐古・鍵」（唐古 70-1）
営業時間　午前 9時～午後 6時（年中無休）
配布方法　一人一枚の手渡しで無料配布（事前予約・郵送不可）
※配布の際、簡単なアンケー卜にご協力ください。
問　下水道課☎ 34-2076

▲ボーネルンド社製の遊具があります

キッズコーナー

▲中南和地域の観光情報を提供します

観光情報提供コーナー

▲�女性用トイレにはパウダールームも
設置

▲�二輪車専用駐車場以外にもロードバ
イク用自転車スタンドも完備

トイレ 二輪車専用駐車場
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町長メッセージ
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田原本町長

森　章浩

　
4
月
17
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
唐
古
・
鍵

遺
跡
史
跡
公
園
。
無
事
こ
の
日
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
こ
と
、
関
係
各
位
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
11
年
に
国
の
史
跡
と
し
て
指
定
を

受
け
平
成
21
年
か
ら
整
備
を
開
始
、
よ
う

や
く
完
成
と
な
り
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
私
に
と
っ
て
「
唐
古
・
鍵
遺
跡
」

は
、
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
、
よ
く

唐
古
池
の
周
り
で
遊
ん
で
い
た
の
で
と
て

も
馴
染
み
深
い
存
在
で
す
。
教
科
書
に
も

載
っ
て
い
た
有
名
な
遺
跡
だ
っ
た
の
で
す

が
、
楼
閣
の
復
元
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
た
め
、
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
復
元
楼
閣
も

新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
、
広
大
な
史
跡
公

園
と
し
て
弥
生
時
代
の
環
濠
の
復
元
や
、

当
時
あ
っ
た
植
物
な
ど
を
再
現
し
弥
生
の

原
風
景
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
考
古
学
フ
ァ
ン
や
町

民
の
皆
さ
ん
、
ま
た
地
域
の
皆
さ
ん
に
も

目
に
見
え
る
形
と
な
っ
た
こ
と
は
ひ
と
つ

の
区
切
り
と
思
い
ま
す
。

　
6
月
に
は
、「
唐
古
・
鍵
考
古
学
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し

町役場からの最新ニュースをお届け

月～土曜日　午前 8 時～午後 6 時
（日曜日・祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
田原本町内を出発または到着する便

利用可能時間・便 タ
ワ
ラ
モ
ト
ン
タ
ク
シ
ー
助
成
制
度

ス
タ
ー
ト

　
日
常
生
活
の
移
動
に
制
約
の
あ
る
人
を
対
象
に
、
通
常
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金

の
一
部
助
成
を
行
う
制
度
を
7
月
2
日
㈪
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
田
原
本
町
に
住
所
を
有
す
る
人
で
、対
象
者
に
該
当
す
る
人
は
、申
請
を
行
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。
タ
ク
シ
ー
運
賃
を
支
払

う
際
、
利
用
券
を
使
う
と
、
運
賃
か
ら
基
本
料
金
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。

７
月
２
日
㈪
か
ら
利
用
で
き
ま
す
！
（
受
付
は
5
月
21
日
㈪
か
ら
）

対象・発行枚数

対象者
（下記のうちいずれか１つ選択）

利用券
発行枚数

70 歳以上の人 24枚
身体障害者手帳 1級または 2級を有する人 12枚
療育手帳A1またはA2を有する人 12枚
自主的な移動が困難であることを証する書面を有する人 12枚
出産予定があり母子健康手帳の交付を受けた人 24枚
就学前の児童 24枚

利 用 期 間 な ど
　同じ年度の 4月 1日～ 3月 31 日が利用有効期
間です。次年度には繰り越せません。利用期間内で
あっても、日曜日・祝日、12月 29日～ 1月 3日
は利用できません。
※�平成 30 年度の利用期間は、7月 2 日㈪～平成
31年 3月 30日㈯となります。

利用券を使えるタクシー事業者
　田原本町とあらかじめ契約しているタクシー事業
者で右記の「タワラモトンタクシー」のステッカー
が貼ってある車両

唐
古
・
鍵
遺
跡
の
活
用

問　
総
合
政
策
課
☎
34
・
2
0
8
3
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ま
す
。
考
古
学
の
何
と
な
く
難
し
そ
う
、

馴
染
み
が
な
い
と
い
う
印
象
を
払ふ

っ
し
ょ
く拭
し
、

展
示
品
の
力
強
さ
や
美
し
さ
を
味
わ
え
る

よ
う
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

道
の
駅
「
レ
ス
テ
ィ 

唐
古
・
鍵
」
で
も
、

土
器
や
銅ど

う
た
く鐸

を
展
示
し
、
唐
古
・
鍵
を
感

じ
ら
れ
る
場
と
し
て
い
ま
す
。
考
古
学
に

関
心
が
低
い
人
も
道
の
駅
で
の
食
事
や
買

い
物
の
つ
い
で
に
遺
跡
を
見
て
感
じ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
相
乗
効
果
を
期
待
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
史
跡
公
園
、
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
、
道
の
駅
は
道
し
る
べ
が
あ
る
の
で

徒
歩
や
自
転
車
で
ス
ム
ー
ズ
に
行
き
来
が

で
き
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
見
学
し
、
史
跡

公
園
を
巡
り
、
道
の
駅
に
寄
っ
て
帰
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
体
と
し
て
見

る
だ
け
で
な
く
体
験
も
で
き
る
エ
リ
ア
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
、
考
古
学
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
だ

け
で
な
く
こ
の
広
大
な
敷
地
を
使
っ
た
ソ

フ
ト
事
業
へ
も
力
を
注
い
で
い
き
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
に
来
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
歴
史
的

に
は
唐
古
・
鍵
、
飛
鳥
、
藤
原
京
、
平
城

京
と
変
遷
し
て
お
り
、
近
隣
市
町
村
と
の

歴
史
的
な
背
景
も
踏
ま
え
た
活
用
も
考
え

て
い
き
ま
す
。

　
史
跡
公
園
に
道
の
駅
、
近
く
に
県
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
、

本
町
に
と
っ
て
来
場
者
が
多
く
見
込
め
る

エ
リ
ア
へ
と
発
展
で
き
る
可
能
性
は
十
分

に
あ
り
ま
す
。
手
を
緩
め
ず
策
を
打
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

デマンド型乗合タクシー「ももたろう号」
運行は 6 月 29 日㈮まで
　「ももたろう号」は、平成 22 年 9月の実証運行から、ぼ
ちぼち便利な公共交通として親しまれ、運行を行ってきまし
た。通常タクシーとは違う性質上、利用などについては、皆
さんにご不便などをおかけすることもあり、今まで利便性を
向上させるために改善を加えてきました。
���実施のアンケート結果を基に住民ニーズを踏まえ、更なる
拡充を検討した結果、本町の交通政策として内容を整備し、
7月 2日㈪から「タワラモトンタクシー」制度へ移行します
ので、「ももたろう号」の利用登録証は、平成 30年 6月 29
日㈮をもって利用ができなくなります。
問　町地域公共交通活性化協議会（事務局：総合政策課）☎ 34-2083

申請方法

期間
5 ／ 21 ～ 6 ／ 29 7 ／ 2 ～

土・日曜日、祝日を除く

場所 町役場 1階
アトリウム内

町役場 2階
総合政策課

時間 午前 8時 30分～午後 5時

※ 本人以外が申請される場合、委任状が必要と
なります。
※�本人が未成年の場合、原則保護者による申請
（委任状不要）が必要となります。

　次の書類を持参のうえ申請をお願いします。
�来庁者の本人確認ができるマイナンバーカー
ド、運転免許証、保険証など
�対象となる要件に該当することが確認できる
手帳や書類など

利用登録証交付申請（初回のみ申請が必要）
利用券交付申請（毎年度申請が必要）

❶�通常タクシーと同様に配車・乗車
（配車・乗車時）「タワラモトンタクシー利用券」を使いますと
伝える。

❷ （料金支払時）利用登録証と利用券（切り離さない）を乗務員
に提示

❸ 利用券１枚を乗務員が切り離し、残りの利用券と利用登録証を
受け取る。

❹ タクシー運賃から基本料金を差し引いた金額を乗務員に支払う。
※利用券は運賃を支払う際に１枚のみ利用できます。
※ 利用券を利用できるのは交付を受けた者に限ります。（同乗者

などの有無は問題ありません）

利用方法

そ の 他 注 意 事 項
�町外へ転出した場合や死亡された場合などは、利用登録証と利
用券を総合政策課へ返却してください。
�利用登録証や利用券を譲渡、売買するなど不正な使用をした場
合、利用料金の返還を求め、今後の利用券の申請はできません。

Q & A

２人乗車の場合、利用券は２枚必要です
か？
利用券１枚でタクシー乗車最大人数まで
乗車可能です。

Ｑ
A

発着が共に町内の場合しか利用できませ
んか？
発着のいずれかが田原本町内の場合でも
利用できます。

Ｑ
A

ももたろう号の登録証を持っていても新
たに申請が必要ですか？
新たに申請が必要ですので、対象者は申
請をお願いします。

Ｑ
A


